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北川建材工業不当労働行為再審査事件

（令和２年（不再）第53号）命令書交付について

中央労働委員会第三部会（部会長 畠山 稔）は、令和４年11月７日、標記事件に関する

命令書を関係当事者に交付しましたので、お知らせします。

命令の概要は、次のとおりです。

【命令のポイント】

～懲戒解雇にするとした会社の判断は不合理とまではいえない上、会社が組合を嫌悪し

ていたとまではいえないことから、不当労働行為に当たらないとした事案～

会社が、組合員の活動が前社長の恐喝未遂行為と共謀関係にある行為に含まれると考

え、同組合員を懲戒解雇にするとした会社の判断は不合理とまではいえない上、会社が

組合を嫌悪していたとまではいえないことからみて、本件解雇は組合の組合員であるこ

とや労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされたものとはいえず、労働組合法

第７条第１号の不当労働行為に当たらない。

Ⅰ 当事者

（「 」）（ ）再審査申立人：全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部 組合 大阪市西区

組合員約500名（再審査結審時）

再審査被申立人：北川建材工業株式会社（ 会社 （滋賀県愛知郡愛荘町）「 」）

従業員約10名（初審結審時）

Ⅱ 事案の概要

１ 本件は、会社が、組合員Ａに対し、刑事事件の共犯者として逮捕及び起訴されたこと

を理由として解雇したこと（本件解雇）が不当労働行為であるとして、救済申立てがあ

った事案である。

２ 初審大阪府労委は、本件申立てを棄却したところ、組合は、これを不服として、再審

査を申し立てた。

Ⅲ 命令の概要

１ 主文

本件再審査申立てを棄却する。

中央労働委員会
 Central Labour Relations Commission,JAPAN
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２ 判断の要旨

⑴ 組合員Ａを懲戒解雇にするとした会社の判断の合理性について

組合員Ａは、前社長の恐喝未遂事件の共犯者として逮捕及び起訴されたが、前社長

の恐喝未遂事件については、組合員Ａが逮捕及び起訴された時点において有罪判決が

確定していた。この確定判決には、犯罪事実として、前社長が組合の関係者である氏

名不詳者らと共謀し、工事現場において、上記氏名不詳者らが軽微な不備に因縁を付

けて嫌がらせを繰り返したことが挙げられている。そして、組合員Ａは、同じ工事現

。 、 、場において組合コンプライアンス活動を行っていた 会社は これらの事実を踏まえ

組合員Ａの組合コンプライアンス活動が前社長の恐喝未遂行為と共謀関係にある行為

に含まれると考え、組合員Ａが有罪になる蓋然性が髙いとして、就業規則に定める懲

戒解雇事由に該当すると判断し、懲戒解雇にする旨の予告通知をしたものである。

上記の事実関係を踏まえると、組合員Ａを懲戒解雇にするとした会社の判断は、不

合理とまではいえない。

⑵ 本件解雇の手続の相当性について

、 、 、会社は 懲戒解雇予告通知前には組合員Ａに弁明の機会を与えていないが これは

組合員Ａの解雇を議題とする団体交渉において示された組合の意向を尊重したためで

ある。そして、懲戒解雇予告通知後本件解雇の日までに、組合員Ａは、自らの解雇を

議題とする団体交渉に複数回出席しているから、懲戒解雇予告通知に対し組合員Ａ本

人が意見を述べる機会はあったということができる。そうすると、本件解雇の手続に

相当性がないということはできない。

⑶ 当時の組合と会社との関係について

前社長が逮捕及び起訴されて有罪判決を言い渡されたことから、会社は、組合コン

プライアンス活動について、正当な組合活動ではないとの認識に変わり、同活動には

もはや与しないとの立場に立っていたものと認められ、組合員Ａが逮捕及び起訴され

た当時、組合コンプライアンス活動をめぐり組合と会社との間に立場の相違が生じて

いたといえる。しかし、会社の上記の方針転換は、その経緯に照らし、会社が社内の

不祥事を受けて企業秩序と社会的信用の回復を図ろうとするものとして合理性が認め

られ、会社が上記の方針転換をしたことをもって直ちに会社が組合を嫌悪していたと

まではいえない。

⑷ 結論

以上によれば、組合員Ａを懲戒解雇にするとした会社の判断は不合理とまではいえ

ない上、会社が組合を嫌悪していたとまではいえないことからみて、本件解雇は組合

員Ａが組合の組合員であることや労働組合の正当な行為をしたことの故をもってされ

たものとはいえず、労働組合法第７条第１号の不当労働行為に当たらない。

【参考】

初審救済申立日 令和元年５月29日（大阪府労委令和元年（不）第14号）

初審命令交付日 令和２年11月12日

再 審 査 申 立 日 令和２年11月24日


